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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡を洗浄するための作業空間を画定するカバーと、
　前記カバーに設けられ、少なくとも前記内視鏡の挿入部の先端部と洗浄具とを挿入可能
な開口と、
　前記カバーに設けられ、前記作業空間を視認可能にする窓部と、
　前記カバーに設けられ、前記作業空間を拡大視認可能にする拡大視認部と、を備え、
　前記拡大視認部は移動可能であり、前記拡大視認部と前記窓部とを重ねた状態と前記拡
大視認部が前記窓部から退避した状態とを切替える切替部と、
　を備える内視鏡用洗浄治具。
【請求項２】
　前記切替部が、フットペダルを含む請求項１に記載の内視鏡用洗浄治具。
【請求項３】
　前記拡大視認部は、シリンドリカルレンズ、及びフレネルレンズの少なくとも一方を備
える請求項１又は２に記載の内視鏡用洗浄治具。
【請求項４】
　前記カバーが、貯留槽の上に設置される請求項１から３の何れか一項に記載の内視鏡用
洗浄治具。
【請求項５】
　洗浄液を前記作業空間に供給するノズルを備える請求項４に記載の内視鏡用洗浄治具。
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【請求項６】
　前記貯留槽は排水口を備える請求項５に記載の内視鏡用洗浄治具。
【請求項７】
　前記カバーの上部に前記内視鏡を載置する載置部を備える請求項１から６の何れか一項
に記載の内視鏡用洗浄治具。
【請求項８】
　前記開口が、前記載置部に備えられる挿入口を含んでおり、前記内視鏡の挿入部の先端
部が挿入可能である請求項７に記載の内視鏡用洗浄治具。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内視鏡用洗浄治具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡では、操作部に設けられた処置具挿入口に各種の処置具を挿入し、内視鏡挿入部
の先端部に開口した処置具導出口から処置具を導出して用いる。例えば、十二指腸鏡では
ガイドワイヤや造影チューブ、超音波内視鏡では穿刺針等の処置具が用いられる。このよ
うな処置具は、被検体内の所望の位置を処置するため先端部において導出方向を変える必
要があり、内視鏡の先端部に処置具起立台が設けられている。
【０００３】
　内視鏡は各種の検査や処置に使用される度に、洗浄液や消毒液を用いて洗浄消毒処理を
行う必要がある。そのため、検査で使用された内視鏡の洗浄処理は、専用の洗浄機の洗浄
槽内にて行われる。ところが、処置具起立台が複雑な構造を有しているので、使用された
内視鏡をそのまま洗浄槽内にセットして洗浄処理を行っても、体液、汚物等が内視鏡に残
留することがある。このため、洗浄機による洗浄処理、いわゆる本洗浄の前に、手作業に
よる洗浄処理、いわゆる予備洗浄が行われる。予備洗浄は、まず検査直後にベッドサイド
において内視鏡の外観部の拭き取り、吸引チャンネルの洗浄等を行い、次にシンク内で内
視鏡の外観部の洗浄、吸引チャンネルのブラッシング、処置具起立台周りのブラッシング
、シリンジによる洗浄液の注入等が行われる。
【０００４】
　特許文献１には、透明なドーム内で、内視鏡洗浄具から洗浄液を噴射することにより、
起立台を有する内視鏡の先端部を、洗浄することが開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開平７－２５５６６６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、先端部本体と処置具起立台との隙間、処置具起立台、及び回転軸周り等
は非常に小さいため、特許文献１の技術では、洗浄液を処置具起立台等に確実に噴射させ
ることは容易ではない。
【０００７】
　また、特許文献１の技術では、洗浄状態を確認するためには内視鏡の先端部をドームか
ら取り出したり、ドームに顔を近づけたり洗浄状態を確認する必要があり、汚物、洗浄液
等が作業者に飛散する懸念がある。
【０００８】
　本発明は、このような事情に鑑みてなされたもので、内視鏡の先端部を確実に洗浄する
ことができる内視鏡用洗浄治具を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　第１の態様に係る内視鏡用洗浄治具は、内視鏡を洗浄するための作業空間を画定するカ
バーと、カバーに設けられ、少なくとも内視鏡の挿入部の先端部と洗浄具とを挿入可能な
開口と、カバーに設けられ、作業空間を視認可能にする窓部と、カバーに設けられ、作業
空間を拡大視認可能にする拡大視認部と、を備える。
【００１０】
　第２の態様に係る内視鏡用洗浄治具において、拡大視認部は移動可能であり、拡大視認
部と窓部とを重ねた状態と拡大視認部が窓部から退避した状態とを切替える切替部と、を
備える。
【００１１】
　第３の態様に係る内視鏡用洗浄治具において、切替部が、フットペダルを含む。
【００１２】
　第４の態様に係る内視鏡用洗浄治具において、拡大視認部は、シリンドリカルレンズ、
及びフレネルレンズの少なくとも一方を備える。
【００１３】
　第５の態様に係る内視鏡用洗浄治具において、拡大視認部が、作業空間を撮像する撮像
部と、撮像された作業空間を表示する表示部と、を含む。
【００１４】
　第６の態様に係る内視鏡用洗浄治具において、撮像部が、窓部の上方に位置する。
【００１５】
　第７の態様に係る内視鏡用洗浄治具において、表示部が、窓部の上方に位置する。
【００１６】
　第８の態様に係る内視鏡用洗浄治具において、カバーが、貯留槽の上に設置される。
【００１７】
　第９の態様に係る内視鏡用洗浄治具において、洗浄液を作業空間に供給するノズルを備
える。
【００１８】
　第１０の態様に係る内視鏡用洗浄治具において、貯留槽に排水口を備える。
【００１９】
　第１１の態様に係る内視鏡用洗浄治具において、カバーの上部に内視鏡を載置する載置
部を備える。
【００２０】
　第１２の態様に係る内視鏡用洗浄治具において、内視鏡の挿入部の先端部を挿入する開
口が、載置部に備えられる挿入口である。
【００２１】
　第１３の態様に係る内視鏡用洗浄治具は、内視鏡を洗浄するための作業空間を画定する
カバーと、カバーに設けられ、少なくとも内視鏡の挿入部の先端部と洗浄具とを挿入可能
な開口と、カバーに設けられ、作業空間を拡大視認可能にする拡大視認部と、を備える。
【００２２】
　第１４の態様に係る内視鏡用洗浄治具において、カバーの上部に内視鏡を載置する載置
部を備える。
【００２３】
　第１５の態様に係る内視鏡用洗浄治具において、内視鏡の挿入部の先端部を挿入する開
口が、載置部に備えられる挿入口である。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明によれば、内視鏡の挿入部の先端部を確実に洗浄することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
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【図１】図１は、洗浄対象となる内視鏡の一例を示す全体構成図である。
【図２】図２は、図１に示した内視鏡の先端部を拡大して示した斜視図である。
【図３】図３は、図２に示した先端部からキャップを取り外した状態を示した斜視図であ
る。
【図４】図４は、図３に示した先端部本体の上面図である。
【図５】図５は第１実施形態の内視鏡用洗浄治具の分解組立図である。
【図６】図６は第１実施形態の内視鏡用洗浄治具の概略図である。
【図７】図７は第２実施形態の内視鏡用洗浄治具の概略図である。
【図８】図８は第２実施形態の内視鏡用洗浄治具の概略図である。
【図９】図９は第３実施形態の内視鏡用洗浄治具の概略図である。
【図１０】図１０は第４実施形態の内視鏡用洗浄治具の概略図である。
【図１１】図１１は第５実施形態の内視鏡用洗浄治具の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　以下、添付図面にしたがって本発明の好ましい実施の形態について説明する。本発明は
以下の好ましい実施の形態により説明される。本発明の範囲を逸脱すること無く、多くの
手法により変更を行うことができ、本実施の形態以外の他の実施の形態を利用することが
できる。したがって、本発明の範囲内における全ての変更が特許請求の範囲に含まれる。
【００２７】
　図１は、本発明の実施形態で洗浄対象となる内視鏡の一例を示す全体構成図である。
【００２８】
　図１に示される内視鏡１０は、被検者体内に挿入される挿入部１２と、挿入部１２の基
端に連設され、内視鏡１０の把持及び挿入部１２の操作等に用いられる操作部１４と、内
視鏡１０を不図示の光源装置やプロセッサ装置等のシステム構成機器に接続するユニバー
サルコード１６と、を備える。
【００２９】
　挿入部１２は、先端側から基端側に向って先端部１２Ａ、湾曲部１２Ｂ、軟性部１２Ｃ
が順に連結されて構成されている。先端部１２Ａは、体内の被観察部位を撮影してその撮
影した画像を観察画像（内視鏡画像）としてユニバーサルコード１６により接続されたプ
ロセッサ装置に送る観察部、及びユニバーサルコード１６により接続された光源装置から
内視鏡１０内部のライトガイドを通じて伝搬された照明光を被観察部位に照射する照明部
などを備える。湾曲部１２Ｂは、操作部１４のアングルノブ１８の操作により上下と左右
の各々の方向に湾曲する。軟性部１２Ｃは、可撓性を有し、挿入部１２の挿入経路に沿っ
て任意の方向に曲がる。
【００３０】
　図２は、図１に示した内視鏡の先端部を拡大して示した斜視図である。内視鏡１０は例
えば十二指腸鏡として用いられる側視内視鏡である。図２の先端部１２Ａは側視内視鏡に
おける構成を示す。図２に示されるように、先端部１２Ａは、先端部本体３０と、この先
端部本体３０を覆うキャップ３２と、を有している。キャップ３２には、開口窓３２Ａが
形成されている。キャップ３２が先端部本体３０に装着された状態において、開口窓３２
Ａは後述の起立台収容スリット４０の上面側の開口の位置に重なる。キャップ３２は、弾
性力のある材質、例えばフッ素ゴムからなる。内視鏡１０では、キャップ３２は先端部本
体３０に着脱自在に装着されている。なお、キャップ３２をポリスルホン樹脂で形成して
先端部本体に接着等によって固定してもよい。
【００３１】
　図２に示されるように、先端部１２Ａには、挿入部１２の軸線である長手軸に対して略
平行な平坦面３４が設けられる。平坦面３４に観察窓３６及び照明窓３８が設けられる。
【００３２】
　観察窓３６は、挿入部１２の長手軸に対して側方（径方向）に存在する被観察部位の画
像を取得する観察部の構成要素である。観察窓３６は、側方の被観察部位からの被写体光
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を観察部の他の構成要素である光学系（結像レンズ等）及び撮像手段に取り込む。照明窓
３８は、先端部１２Ａに搭載される照明部の構成要素である。照明窓３８は、照明部の他
の構成要素である光出射部、即ち、光源装置からの光を伝搬するライトガイドの終端部に
設けられる。照明窓３８は、光出射部から出射された照明光を被観察部位に照射する。
【００３３】
　図３は、図２に示される先端部からキャップを取り外した状態を示した斜視図である。
先端部本体３０において、平坦面３４の先端部１２Ａの基端側からみて右側には、第１側
壁部４２、第２側壁部４４、基壁部４６（図４参照、以下これらをまとめて起立台収納壁
部４８ともいう）とで囲まれる起立台収容スリット４０が設けられ、起立台収容スリット
４０には処置具起立台６０（以下、単に起立台６０とも言う）が設けられる。起立台収容
スリット４０は、挿入部１２内を挿通する処置具挿通チャンネルを通じて操作部１４の処
置具導入口２２（図１参照）に連通しており、処置具導入口２２から挿入された処置具が
処置具導出口（不図示）を介して起立台収容スリット４０に導かれる。
【００３４】
　起立台６０は、処置具導出口を介して起立台収容スリット４０に導かれた処置具の進行
方向を曲げて起立台収容スリット４０の上面側の開口部４０Ａへと向かう方向に案内する
。
【００３５】
　また、起立台６０は、操作部１４の起立操作レバー２０（図１参照）の操作により起立
する方向（起立方向）又は倒伏する方向（倒伏方向）に起伏動作（回転）し、処置具導出
口を介して起立台収容スリット４０に導かれた処置具の導出方向（導出角度）を変更する
。
【００３６】
　具体的には、起立台６０は、第２側壁部４４を隔てて起立レバー８０と不図示の回転軸
を介して連結される。起立レバー８０の先端には、操作ワイヤ８２の先端部が連結される
。操作ワイヤ８２は、挿入部１２内を挿通して操作部１４の起立操作レバー２０に連結さ
れる。
【００３７】
　これによって、起立操作レバー２０の操作により操作ワイヤ８２が押し引きされて起立
レバー８０を介して不図示の回転軸が回転する。回転軸の回転によって起立台６０が回転
し、起立台６０が起伏動作する。なお、回転軸を回転させる起立台起立機構は起立レバー
８０を操作ワイヤ８２により押し引きするものに限らない。
【００３８】
　なお、平坦面３４の観察窓３６の近傍には操作部１４の送気送水ボタン２１Ａ（図１参
照）の操作により観察窓３６への送気と送水とを切替可能に行う送気送水ノズル３９が設
けられる。また、挿入部１２内において処置具挿通チャンネルには吸引チャンネルが接続
されており、操作部１４の吸引ボタン２１Ｂ（図１参照）の操作により起立台収容スリッ
ト４０及び開口部４０Ａを介して処置具導出口からの吸引が行われる。
【００３９】
　図４は、図３に示される先端部本体３０の上面図（先端部本体３０を上面側（平坦面３
４側）から見た図）である。
【００４０】
　図４に示されるように、起立台６０は、起立台本体部６０Ａと、起立台本体部６０Ａの
基端に連設される回転軸保持部６０Ｂとを含んでいる。
【００４１】
　起立台本体部６０Ａは、起立台収容スリット４０とほぼ同じ幅を有している。その上面
部には処置具導出口から導出された処置具を所定方向に案内するための処置具案内面６２
が設けられている。起立台本体部６０Ａは、第２側壁部４４側に膨らんだ膨出形状を有し
ている。膨出部分の基端側には、基壁部４６と所定の隙間を有して対向する後端面９２が
設けられている。
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【００４２】
　回転軸保持部６０Ｂは、起立台６０の回転軸を保持する部分である。回転軸保持部６０
Ｂの一端は起立台本体部６０Ａに結合される。他端は円弧状の外周面からなる基部端面９
０を有しており、その内側に起立台６０の回転軸が設けられている。
【００４３】
　図４に示されるように、起立台収納壁部４８によって形成された空間に起立台６０が収
納された状態において、起立台６０と起立台収納壁部４８との間に所定のクリアランス（
隙間）が設けられているので、起立台６０が回転軸回りに回転自在となる。
【００４４】
　起立台６０の根元部（回転軸保持部６０Ｂ）や、起立台６０の回転軸保持部６０Ｂの基
部端面９０と起立台収納壁部４８との間に形成される隙間部７０、及び起立台本体部６０
Ａの後端面９２と起立台収納壁部４８との間に形成される隙間部７２は小さい。また、起
立台６０の回転軸保持部６０Ｂの基部端面９０と起立台収納壁部４８との間の隙間部７０
は、構造上、複雑である。これらの隙間部の汚物を除去するためには、ブラシの毛先を確
実に当ててブラッシングを行い、シリンジの先端を確実に差し込んで洗浄液を注入する必
要がある。そのため、予備洗浄において、通常の視認では作業者が、内視鏡の先端部１２
Ａを確実に洗浄することは容易ではない。また、予備洗浄後に、内視鏡の挿入部の先端部
に汚物が付着しているか確認するため、内視鏡の挿入部の先端部を作業者に近づける必要
があり、その際に汚物、洗浄液等が作業者に飛散する懸念がある。そのため、ブラッシン
グや洗浄液の注入の直後に汚物が除去できているか確認できることが望まれている。
【００４５】
　そこで、本実施形態の内視鏡用洗浄治具は、少なくとも、内視鏡を洗浄するための作業
空間を画定するカバーと、カバーに設けられ、作業空間を拡大視認する拡大視認部と、を
備える。拡大視認部を備えることにより、予備洗浄中、及び予備洗浄後に、内視鏡の挿入
部の先端部を拡大視認することができる。内視鏡の挿入部の先端部の洗浄、及び汚物付着
の有無の確認が容易となる。
【００４６】
　以下、添付図面にしたがって本発明の実施形態について説明する。ここで、図中、同一
の記号で示される部分は、基本的に、同様の機能を有する同様の要素である。
【００４７】
　〔第１実施形態〕
　以下図５、６を参照しつつ、第１実施形態に係る内視鏡用洗浄治具について説明する。
図５は、内視鏡用洗浄治具１００の組立分解図であり、図６は、内視鏡用洗浄治具１００
の全体概略図である。内視鏡用洗浄治具１００は、内視鏡を洗浄するための作業空間Ｓを
画定するためのカバー１０２を備える。実施形態のカバー１０２は、開口１２０の形成さ
れた側面１０４と、開口１２２の形成された側面１０６とを有し、側面１０４と側面１０
６とは対向配置されている。側面１０４と側面１０６とは実質的に同じ形状、及び大きさ
である。実質的とは、「一見して」の意味であり、完全に同じ形状、及び大きさを意味し
ない。実施形態では、側面１０４と側面１０６とは正面視で台形状である。
【００４８】
　カバー１０２は、側面１０４と側面１０６とを連結するため、作業者側の側面１０８と
、作業者側の側面１０８に対向配置される後側の側面１１０と、を備える。作業者側の側
面１０８は後側の側面１１０と比較して小さい。
【００４９】
　カバー１０２は、側面１０４と側面１０６を連結する上面１１２を備える。さらに、カ
バー１０２は、側面１０４と、側面１０６と、上面１１２と、作業者側の側面１０８と、
を連結する傾斜面１１４を有する。実施形態のカバー１０２では、上面１１２に対向する
下面側において、全体が開口１２４として構成される。側面１０４、１０６、１０８、及
び１１０とは、内視鏡用洗浄治具１００の通常の使用状態において、接地面に対して起立
する面である。上面１１２とは接地面に対向する面である。
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【００５０】
　作業空間Ｓは、カバー１０２の側面１０４、１０６、１０８、及び１１０と、上面１１
２と、傾斜面１１４とにより形成される中空構造で構成される。
【００５１】
　カバー１０２の側面１０４、１０６、１０８、及び１１０と、上面１１２と、傾斜面１
１４とは、板状の部材で構成される。カバー１０２を構成する材料としては、光透過性の
高い、ガラス及び合成樹脂を用いることが好ましく、また、洗浄液に対する耐性を有する
ことが好ましい。カバー１０２において、少なくとも、窓部である傾斜面１１４が光透過
性の高い材料で構成されていればよい。
【００５２】
　実施形態の内視鏡用洗浄治具１００では、カバー１０２の傾斜面１１４が、作業空間Ｓ
を視認可能にする窓部を構成する。したがって、カバー１０２の傾斜面１１４を介して、
作業者は作業空間Ｓを視認することができる。但し、窓部は、カバー１０２に設けられ、
作業空間Ｓを視認できれば、その位置、大きさは実施形態の傾斜面１１４に限定されない
。ここで、視認とは、作業空間Ｓにある対象物を、窓部を介して、実物と略同じサイズで
目視することを意味する。
【００５３】
　実施形態の内視鏡用洗浄治具１００において、カバー１０２の傾斜面１１４の一部に、
作業空間Ｓを拡大視認可能にするためのレンズ１１６が設けられる。レンズ１１６が内視
鏡用洗浄治具１００における拡大視認部を構成する。レンズ１１６としては、シリンドリ
カルレンズ、及びフレネルレンズの少なくとも一方を備えることが好ましい。シリンドリ
カルレンズとは、円柱を軸方向に割った形状で、一方は曲率を有する面で、他方は曲率を
有さない面から構成されるレンズである。フレネルレンズとは、通常の球面のレンズを同
心円状の領域に分割し厚みを減らしたレンズであり、のこぎり状の断面を持つレンズであ
る。拡大視認とは、作業空間Ｓにある対象物を、実物より大きなサイズで視認することを
意味する。レンズ１１６の拡大倍率は、実物の大きさを考慮して決定される。例えば、拡
大倍率として３倍から５倍程度の範囲内で決定される。
【００５４】
　拡大視認部であるレンズ１１６は、傾斜面１１４の一部として一体的に形成してもよい
し、透過性の高い接着剤等により、レンズ１１６を傾斜面１１４に貼り合せてもよい。第
１実施形態では、レンズ１１６は、傾斜面１１４に対して、移動不可の状態で設けられる
。拡大視認部が実施形態のレンズ１１６である場合、その拡大倍率は一つに決定される。
【００５５】
　実施形態の内視鏡用洗浄治具１００において、カバー１０２が、貯留槽の一例であるト
レイ２００の上に設置される。トレイ２００は、トレイ底面２０２と、トレイ底面２０２
を囲む４つのトレイ側面２０４、２０６、２０８、及び２１０により構成される。実施形
態の内視鏡用洗浄治具１００は、カバー１０２とトレイ２００とが分離可能な分離型で構
成される。但し、カバー１０２とトレイ２００とは分離型に限定されず、一体型であって
もよい。
【００５６】
　トレイ２００は、トレイ底面２０２から延びるノズル２１２と、トレイ底面２０２に設
けられた排水口２１４と、を有していることが好ましい。このノズル２１２から洗浄液を
トレイ２００に供給することができる。排水口２１４は図示しない栓により閉じることが
でき、洗浄液をトレイ２００内に貯留できる。また、栓を取り外すことより、排水口２１
４を介してトレイ２００内の洗浄液を外部に排出することができる。
【００５７】
　次に、内視鏡用洗浄治具１００を利用した内視鏡の予備洗浄について説明する。内視鏡
を洗浄するための洗浄具を準備する。洗浄具として洗浄ブラシ、洗浄液を注入するための
シリンジ等を挙げることができる。なお、内視鏡の外観部の洗浄、吸引チャンネルのブラ
ッシング等を行った後の挿入部の先端部の洗浄について説明する。
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【００５８】
　例えば、トレイ２００にノズル２１２から洗浄液が供給され、トレイ２００内に洗浄液
が貯留される。少なくとも、内視鏡（不図示）及び洗浄具（不図示）が、開口１２０、又
は開口１２２の何れかを介して作業空間Ｓに挿入可能となる。作業空間Ｓに挿入された内
視鏡の全体が、トレイ２００に貯留された洗浄液に浸漬される。
【００５９】
　作業者が、開口１２０、及び開口１２２から左右の手をカバー１０２内に差し込む。一
方の手で内視鏡の挿入部の先端部を把持し、他方の手で洗浄具（不図示）を把持する。作
業者は、窓部である傾斜面１１４を介して内視鏡の挿入部の先端部と洗浄具とを視認しな
がら、洗浄具を用いて内視鏡の挿入部の先端部を洗浄する。洗浄具が洗浄ブラシである場
合、作業者は、内視鏡の挿入部の先端部を洗浄ブラシによりブラッシングを行う。洗浄具
がシリンジである場合、トレイ２００内に貯留される洗浄液をシリンジで吸引し、次いで
、内視鏡の挿入部の先端部にシリンジから洗浄液を注入することができる。
【００６０】
　作業者は、必要に応じて、内視鏡の挿入部の先端部と洗浄具とをレンズ１１６に近づけ
る。作業者は、レンズ１１６を介して、内視鏡の挿入部の先端部と洗浄具とを拡大視認し
ながら、ブラシを用いたブラッシングによる洗浄、又は洗浄液の注入を行うことができる
。
【００６１】
　予備洗浄後、内視鏡の挿入部の先端部と洗浄具とをレンズ１１６に近づけることにより
、内視鏡の挿入部の先端部を拡大視認しながら、汚物付着の有無を容易に確認することが
できる。
【００６２】
　カバー１０２で画定される作業空間Ｓ内で、洗浄、及び汚物付着の確認が実施されるの
で、作業者に汚物、洗浄液等が飛散することを防止できる。
【００６３】
　予備洗浄の終了後、排水口２１４から栓が取り外され、洗浄液が外部に排出される。予
備洗浄を終えた内視鏡に対して、本洗浄が実施される。
【００６４】
　〔第２実施形態〕
　以下図７、８を参照しつつ、第２実施形態に係る内視鏡用洗浄治具について説明する。
なお、第１実施形態と同様の構成には、同様に符号を付して、説明を省略する場合がある
。
【００６５】
　第２実施形態に係る内視鏡用洗浄治具１００は、内視鏡を洗浄するための作業空間Ｓを
画定するためのカバー１０２を備える。カバー１０２は、側面１０４、１０６、１０８、
及び１１０と、上面１１２と、傾斜面１１４と、を備える。対向する側面１０４、及び１
０６には、それぞれ開口１２０、及び開口１２２が形成される。カバー１０２の下面側に
おいて、全体が開口１２４として構成される。
【００６６】
　第２実施形態において、カバー１０２には、作業空間Ｓを視認するための窓部として傾
斜面１１４が設けられる。一方、第２実施形態では、拡大視認部であるレンズ１１６は、
移動可能な状態で上面１１２に取り付けられる。
【００６７】
　図７に示されるように、板状のレンズ１１６は、ヒンジ等により、上面１１２と傾斜面
１１４との境界付近に移動可能な構成で取り付けられる。図７、及び図８に示されるよう
に、レンズ１１６は、上面１１２に対して起立し、傾斜面１１４から退避した状態と、傾
斜面１１４に対して重ねた状態とにおいて、その姿勢を維持することができる。また、レ
ンズ１１６を傾斜面１１４から退避した状態、と重ねた状態を、切替部により切り替える
ことが好ましい。切替部として、フットペダル１４０であることが好ましい。作業者が足
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によりフットペダル１４０を操作することにより、作業者が両手で内視鏡の挿入部の先端
部を洗浄しながら、レンズ１１６を傾斜面１１４から退避した状態と、重ねた状態とを、
切り替えることができる。拡大視認部であるレンズ１１６は移動可能であり、レンズ１１
６と窓部である傾斜面１１４とを重ねた状態と、退避した状態と、を切替部であるフット
ペダル１４０により切り替えることができる。但し、退避した状態と、重ねた状態とを、
切り替えできれば、切替部はフットペダル１４０に限定されない。
【００６８】
　実施形態のレンズ１１６は移動可能であるので、レンズ１１６を大きくした場合でも、
窓部を構成する傾斜面１１４から退避させた状態であれば、窓部の視野を妨げることはな
い。一方、レンズ１１６を大きくすることで、傾斜面１１４に重ねた状態において、レン
ズ１１６により拡大視認できる視野範囲を大きくすることができる。拡大倍率の異なる複
数のレンズ１１６を準備し、カバー１０２に着脱自在にレンズ１１６を固定することによ
り、レンズ１１６により拡大視認される拡大倍率を変更することが可能となる。
【００６９】
　第２実施形態の内視鏡用洗浄治具１００は、トレイ２００の上に設定される。第２実施
形態においても、第１実施形態と同様に内視鏡用洗浄治具１００を利用して、内視鏡に対
して予備洗浄を実施することができる。第２実施形態では、拡大視認部であるレンズ１１
６を傾斜面１１４に重ねることにより、拡大視認しながら内視鏡の挿入部の先端部を洗浄
でき、内視鏡の挿入部の先端部に対する汚物付着の有無を確認できる。
【００７０】
　〔第３実施形態〕
　以下図９を参照しつつ、第３実施形態に係る内視鏡用洗浄治具について説明する。なお
、第１実施形態、及び第２実施形態と同様の構成には、同様に符号を付して、説明を省略
する場合がある。
【００７１】
　図９に示されるように、第３実施形態に係る内視鏡用洗浄治具１００は、内視鏡を洗浄
するための作業空間Ｓを画定するためのカバー１０２を備える。カバー１０２は、側面１
０４、１０６、１０８、及び１１０と、上面１１２と、傾斜面１１４と、を備える。対向
する側面１０４、及び１０６には、それぞれ開口１２０、及び１２２が形成される。カバ
ー１０２の下面側において、全体が開口１２４として構成される。
【００７２】
　第３実施形態において、カバー１０２には、作業空間Ｓを視認するための窓部として傾
斜面１１４が設けられる。
【００７３】
　図９に示される第３実施形態では、拡大視認部は、撮像部として機能するカメラ３００
と、表示部として機能するカメラ３００に接続されたモニタ３１０と、により構成される
。カメラ３００は、カバー１０２で画定される作業空間Ｓを撮像することができる。カメ
ラ３００により撮像された作業空間Ｓが、モニタ３１０により拡大表示される。モニタ３
１０に拡大表示されるので、作業空間Ｓを拡大視認することができる。第３実施形態では
、モニタ３１０に表示される画像の拡大倍率を任意に変更することが好ましい。例えば、
モニタ３１０に倍率可変ボタンを設けることにより、拡大倍率を任意に変更できる。
【００７４】
　窓部の視認を妨げないようにするため、カメラ３００は窓部を構成する傾斜面１１４の
上方に設置することが好ましい。同様の理由で、モニタ３１０は窓部を構成する傾斜面１
１４の上方に設置することが好ましい。窓部の上方とは、内視鏡用洗浄治具１００の通常
の使用状態において、窓部の下端を基準に、窓部の全体の半分以上の高さを意味し、上面
１１２を含む。
【００７５】
　カメラ３００は、作業空間Ｓの内部に設けてもよいし、作業空間Ｓの外部、すなわち、
カバー１０２の外部に設けてもよい。作業空間Ｓの外部に設けることにより、カメラ３０
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０に洗浄液、及び汚物が飛散することを回避することができる。また、カメラ３００が作
業空間Ｓを占領しないので、作業空間Ｓの大きさを確保することが容易となる。
【００７６】
　第３実施形態の内視鏡用洗浄治具１００は、トレイ２００の上に設定される。第３実施
形態においても、第１実施形態と同様に内視鏡用洗浄治具１００を利用して、内視鏡に対
して予備洗浄を実施することができる。第３実施形態では、カメラ３００で撮像された画
像をモニタ３１０に表示された拡大画像を見ながら内視鏡の挿入部の先端部を洗浄でき、
内視鏡の挿入部の先端部に対する汚物付着の有無を確認できる。カメラ３００として、撮
像素子とＣＣＤ（Charge Coupling Device）、又はＣＭＯＳ(Complementary Metal Oxide
 Semiconductor)を有するカメラを使用することができる。
【００７７】
　〔第４実施形態〕
　以下図１０を参照しつつ、第４実施形態に係る内視鏡用洗浄治具について説明する。な
お、第１実施形態乃至第３実施形態と同様の構成には、同様に符号を付して、説明を省略
する場合がある。
【００７８】
　図１０に示されるように、第４実施形態の内視鏡用洗浄治具１００は、内視鏡を洗浄す
るための作業空間Ｓを画定するためのカバー１０２を備える。カバー１０２は、側面１０
４、１０６、１０８、及び１１０と、上面１１２と、を備える。第４実施形態の内視鏡用
洗浄治具１００においては、側面１０４と、側面１０６と、上面１１２と、作業者側の側
面１０８と、上面１１２と、を連結するため傾斜面１３０、及び傾斜面１３２を備える。
傾斜面１３０と傾斜面１３２とは所定の角度で連結され、山型の形状を有している。
【００７９】
　作業者側の傾斜面１３０には、拡大視認部を構成するレンズ１１６が設けられている。
第４実施形態において、レンズ１１６は傾斜面１３０のほぼ中央部に位置し、かつ傾斜面
１３０の大きさに対して半分程度以上の大きさを有している。その結果、第４実施形態で
は、傾斜面１３０は、窓部ではなく、拡大視認部として機能する。
【００８０】
　カバー１０２の上部にある上面１１２は、内視鏡用洗浄治具１００の通常使用の状態で
、接地面と平行となるように構成される。したがって、上面１１２は内視鏡１０を搭載す
るための載置部として機能する。実施形態では上面１１２と接地面とが平行の場合につい
て説明したが、この構成に限定されない。例えば、上面１１２と傾斜面１３２とをＶ字状
に連結することができる。内視鏡１０を載置することができれば、載置部の形状は、特に
限定されない。
【００８１】
　上面１１２に挿入口１３４を設けることが好ましい。内視鏡１０の挿入部１２の先端部
１２Ａを挿入口１３４から作業空間Ｓに容易に挿入することができる。第４実施形態では
、挿入口１３４が、作業空間Ｓに内視鏡の挿入部の先端部を挿入するための開口として機
能する。
【００８２】
　挿入口１３４を設けない場合、例えば、開口１２０又は開口１２４を介して作業空間Ｓ
に、内視鏡の挿入部の先端部を挿入することができる。
【００８３】
　第４実施形態では、傾斜面１３０に拡大視認部の機能のみ付与しているので、傾斜面１
３０を小さくでき、内視鏡用洗浄治具１００を小型化することができる。
【００８４】
　第４実施形態の内視鏡用洗浄治具１００は、トレイ２００の上に設定される。第４実施
形態においても、第１実施形態と同様に内視鏡用洗浄治具１００を利用して、内視鏡に対
して予備洗浄を実施することができる。第４実施形態では、窓部を有していないので、シ
ンクで内視鏡の外観部や吸引チャンネルのブラッシングを行った後に内視鏡用洗浄治具を
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使用して、先端部を拡大視認部であるレンズ１１６を介して拡大視認しながら、先端部を
洗浄でき、先端部に対する汚物付着の有無を確認できる。
【００８５】
　〔第５実施形態〕
　以下図１１を参照しつつ、第５実施形態に係る内視鏡用洗浄治具について説明する。な
お、第１実施形態乃至第４実施形態と同様の構成には、同様に符号を付して、説明を省略
する場合がある。
【００８６】
　図１１に示されるように、第５実施形態の内視鏡用洗浄治具１００は、内視鏡を洗浄す
るための作業空間Ｓを画定するためのカバー１０２を備える。カバー１０２は、側面１０
４、１０６、１０８、及び１１０と、上面１１２と、傾斜面１３０と、を備える。第５実
施形態においては、対向する側面１０４、及び１０６には、開口が形成されていない。カ
バー１０２の下面側において、全体が開口１２４として構成される。
【００８７】
　第５実施形態の内視鏡用洗浄治具１００は、第４実施形態と同様、傾斜面１３０に視認
拡大部としてレンズ１１６が設けられる。第５実施形態の内視鏡用洗浄治具１００は、貯
留槽の一例であるシンク２５０の上に設置される。シンク２５０には、ノズル２５２と、
排水口２５４とが設けられる。排水口２５４は図示しない栓により閉じることができ、洗
浄液をシンク２５０内に貯留できる。栓を取り外すことにより、排水口２５４を介してシ
ンク２５０内の洗浄液を外部に排出することができる。
【００８８】
　第５実施形態においても、第１実施形態と同様に内視鏡用洗浄治具１００を利用して、
内視鏡に対して予備洗浄を実施することができる。第５実施形態では、側面１０４、及び
１０６に開口が形成されていないので、カバー１０２の下面側の開口１２４を介して、内
視鏡１０の挿入部の先端部、及び洗浄具が、作業空間Ｓ内に挿入可能となる。また、第５
実施形態では、窓部を有していないので、内視鏡の挿入部の先端部を拡大視認部であるレ
ンズ１１６を介して拡大視認しながら、洗浄でき、汚物付着の有無を確認できる。なお、
シンクで内視鏡の外観部や吸引チャンネルのブラッシングを行う際にも、上面１１２、傾
斜面１３０、及び側面１０８が光透過性の高い材料で形成していることから、カバー１０
２の外側から視認することが可能である。
【００８９】
　本発明の実施形態について、第１実施形態乃至第５実施形態に基づいて説明した。しか
し、これらの実施形態に限定されず、他の組み合わせを実施することができる。例えば第
４実施形態に示される搭載部として機能する上面１１２、及び挿入口１３４を、第１実施
形態乃至第３実施形態に適用することができる。本発明を逸脱しない限りにおいて、他の
組み合わせが許容される。
【符号の説明】
【００９０】
１０　内視鏡
１２　挿入部
１２Ａ　先端部
１２Ｂ　湾曲部
１２Ｃ　軟性部
１４　操作部
１６　ユニバーサルコード
１８　アングルノブ
２０　起立操作レバー
２１Ａ　送気送水ボタン
２１Ｂ　吸引ボタン
２２　処置具導入口
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３０　先端部本体
３２　キャップ
３２Ａ　開口窓
３４　平坦面
３６　観察窓
３８　照明窓
３９　送気送水ノズル
４０　起立台収容スリット
４０Ａ　開口部
４２　第１側壁部
４４　第２側壁部
４６　基壁部
４８　起立台収納壁部
６０　起立台
６０Ａ　起立台本体部
６０Ｂ　回転軸保持部
６２　処置具案内面
７０　隙間部
７２　隙間部
８０　起立レバー
８２　操作ワイヤ
９０　基部端面
９２　後端面
１００　内視鏡用洗浄治具
１０２　カバー
１０４、１０６、１０８、１１０　側面
１１２　上面
１１４　傾斜面
１１６　レンズ
１２０、１２２、１２４　開口
１３０、１３２　傾斜面
１３４　挿入口
１４０　フットペダル
２００　トレイ
２０２　トレイ底面
２０４、２０６、２０８、２１０　トレイ側面
２１２　ノズル
２１４　排水口
２５０　シンク
２５２　ノズル
２５４　排水口
３００　カメラ
３１０　モニタ
Ｓ　作業空間
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